
交
通
事
故
件
数
・
死
傷
者
数
と
も
に
減
少
！

　

県
警
に
よ
る
と
、
平
成
二
十
四
年
中
の
県
内
高
校
生
の
交
通
事
故
に
よ
る
死
者
は
、
二
輪
車
事
故

に
よ
る
一
名
で
し
た
。
発
生
件
数
は
一
、七
六
七
件
と
昨
年
と
比
べ
九
九
件
の
減
少
、
死
傷
者
数
は
昨

年
を
百
名
下
回
り
、
一
、五
九
七
名
と
な
る
な
ど
、
こ
こ
数
年
の
傾
向
と
同
様
に
、
減
少
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
死
者
数
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
一
年
と
並
び
、
一
名
に
と
ど
ま
る
な
ど
、
最
も
少
な
い
数
と
な

り
ま
し
た
。

　

状
態
別
で
は
、
自
転
車
や
二
輪
車
の
事
故
が
大
き
く
減
少
し
て
い
る
中
で
、
歩
行
中
と
自
動
車
の

事
故
が
増
加
し
ま
し
た
。
ま
た
、
減
少
し
て
い
る
と
は
い
え
、
自
転
車
事
故
に
よ
る
死
傷
者
数
は
、

八
七
二
人
を
数
え
、
高
校
生
の
交
通
事
故
全
体
の
五
五
％
に
上
り
ま
し
た
。

　

一
方
で
、
交
通
事
故
死
者
数
は
、
一
名
と
、
過
去
の
最
少
人
数
と
並
び
ま
し
た
。
し
か
し
、
重
大
な

事
故
が
無
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
長
期
間
の
入
院
や
療
養
を
要
す
る
な
ど
、
学

校
生
活
に
大
き
な
支
障
の
あ
っ
た
事
例
も
あ
り
ま
す
。
今
後
も
、
十
分
に
指
導
を
継
続
す
る
必
要
が
あ

る
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
高
校
生
が
第
一
当
事
者
と
な
っ
た
交
通
事
故
は
、
原
付
と
自
動
二
輪
車
を
合
わ
せ
た
二
輪
車

全
体
に
よ
る
も
の
が
昨
年
よ
り
三
九
件
減
少
し
二
〇
七
件
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
自
転
車
に
よ
る

事
故
が
一
三
件
増
加
し
二
〇
五
件
と
な
っ
て
い
ま
す
。
交
通
事
故
の
半
数
を
占
め
る
自
転
車
事
故
で
す

が
、
自
転
車
に
よ
る
加
害
事
故
が
増
加
し
、
よ
り
重
要
な
課
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
て
い
ま
す
。

保
険
加
入
を
含
め
た
指
導
が
必
要
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

将来を左右する
「自転車の交通違反」特集

　この資料をホームルーム活動で利用して下さい。　　

県内高校生の状態別交通事故死傷者数
の推移　　　（県警調べ・保健体育課作成）

県内高校生の交通事故の状態別割合　

　　　　　　
　（県警調べ・保健体育課作成）
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自転車に関する交通違反と罰則
　免許保持者が交通違反を犯した場合、反則金や罰金を支払いますが、反則金と罰金は大きく異なります。

反則金と罰金は金額の多い少ないで使い分けされている言葉ではありません。『反則金』とは本来ならば交通違反による裁判（審判）を受けなければならないところ、反則金を支払うことにより免除する制度です。

ところが『罰金』は、反則金制度とは異なり、『禁固刑』や『懲役刑』と同一線上にある刑事罰（前科扱い）です。

罰金以上の刑に処せられた場合は、警察庁が管理する前科調書に記載され、本人が死亡するまでその記載事項は残ります。並行して、犯罪者の戸籍のある自治体でも、犯罪人名簿が作成されますが、これは法律上の前科と同じく、刑が消滅すれば記載は削除されます。

自転車の違反に関しては、『反則金』制度がなく、すべて『懲役または罰金』です。履歴書の賞罰の欄にも記載しなければならない事項になります。 刑が言い渡されて消滅するまで（罰金の場合は５年間）、記載しないと履歴詐称となってしまいます。 

３『禁固以上の刑』によって免許を与えられ

ないことがある職業
職業 関係する法律

建築士　( ※ 1) 建築士法第８条
種類販売業　( ※ 3) 酒税法第 10 条

自転車に関する主な違反と罰則の例
交通違反の種類 罰則

酒酔い運転 ５年以下の懲役又は１００万円以下の罰金
歩行者に接触し逃走 １年以下の懲役又は１０万円以下の罰金
信号無視・一時不停止 ３月以下の懲役又は５万円以下の罰金
しゃ断踏切立入 ３月以下の懲役又は５万円以下の罰金
通行禁止（右側通行・歩道通行） ３月以下の懲役又は５万円以下の罰金
左側からの追い抜き ３月以下の懲役又は５万円以下の罰金
歩行者通行妨害（ベルを鳴らす） ２万円以下の罰金又は科料　( ※ )
並進通行 ２万円以下の罰金又は科料　( ※ )
二人乗り ２万円以下の罰金又は科料　( ※ )
夜間の無灯火 ５万円以下の罰金
整備不良（制動装置不良等） ５万円以下の罰金
携帯電話使用 ５万円以下の罰金
傘さし運転 ５万円以下の罰金
ヘッドホン使用 ５万円以下の罰金
　※　科料とは金額が 1000 円以上１万円未満の罰金を言う。

自転車の構造からみる二人乗りの危険性
自転車は一人乗りの乗り物として作られています。人一人が乗って前後の加重バランスが適

切になるようにサドルの位置が設計され、荷台のある自転車にはその最大荷重が刻印されてい

ます。[18][C18][CLASS18] や [25][C25][CLASS25] と書いてあるように、その荷重までであれば

設計上の前後加重バランスが保たれ、金属強度上も問題ないという表示がされています。当然

のことながら高校生の体重を支えられるわけがありません。

　また、自転車が的確に ｢曲がる｣、｢止まる｣ 為には前輪がしっかり接地していないといけません。

自動車のブレーキでも確実に短い制動距離で止まるために、前輪には性能の良いブレーキがつ

いています。荷台に必要以上の荷重をかけると前輪への加重が減り、前輪が浮いた状態になり

ます。道路の段差で前輪が跳ね上がってしまうことも有ります。

二人乗りをするとバランスを崩し易いとよく言われていますが、バランスを崩し易いばかり

ではなく、自転車が的確に ｢曲がる｣、｢止まる｣ ことが出来ずに非常に危険です。



自転車に関する交通違反と罰則
　免許保持者が交通違反を犯した場合、反則金や罰金を支払いますが、反則金と罰金は大きく異なります。

反則金と罰金は金額の多い少ないで使い分けされている言葉ではありません。『反則金』とは本来ならば交通違反による裁判（審判）を受けなければならないところ、反則金を支払うことにより免除する制度です。

ところが『罰金』は、反則金制度とは異なり、『禁固刑』や『懲役刑』と同一線上にある刑事罰（前科扱い）です。

罰金以上の刑に処せられた場合は、警察庁が管理する前科調書に記載され、本人が死亡するまでその記載事項は残ります。並行して、犯罪者の戸籍のある自治体でも、犯罪人名簿が作成されますが、これは法律上の前科と同じく、刑が消滅すれば記載は削除されます。

自転車の違反に関しては、『反則金』制度がなく、すべて『懲役または罰金』です。履歴書の賞罰の欄にも記載しなければならない事項になります。 刑が言い渡されて消滅するまで（罰金の場合は５年間）、記載しないと履歴詐称となってしまいます。 

交通事故や重大な道交法違反による刑事上の責任と職業

１『罰金刑以上の刑』によって免許を与えられないことがある職業
職業 関係する法律

医師 医師法第４条
看護師

保健師助産師看護師法第９条助産師
保健師
歯科医師 歯科医師法第４条
歯科衛生士 歯科衛生士法第４条
薬剤師 薬剤師法第５条
理学療法士

理学療法士法及び作業療法士法第４条
作業療法士
視能訓練士 視能訓練士法第４条
臨床工学技士 臨床工学技士法第４条
言語聴覚士 言語聴覚士法第４条
救急救命士 救急救命士法第４条
あん摩マッサージ指圧師

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に
関する法律第３条はり師

きゅう師
義肢装具士 義肢装具士法第４条
柔道整復師 柔道整復師法第４条
栄養士

栄養士法第３条
管理栄養士
獣医師 獣医師法第５条
調理師 調理師法第４条の２

２『禁固以上の刑』によって免許を与えられない職業
職業 関係する法律

教育職員　( ※ 1) 教育職員免許法第５条
裁判官　( ※ 1) 裁判所法第４６条
検察官　( ※ 1) 検察庁法第２０条
弁護士　( ※ 1) 弁護士法第６条
保護司　( ※ 1) 保護司法第４条
職業訓練指導員　( ※ 1) 職業能力開発促進法第２８条５項
大麻取扱者　( ※ 1) 大麻取締法第５条２項
弁理士　( ※ 1) 弁理士法第８条
地方公務員　( ※ 2) 地方公務員法第１６条
国家公務員　( ※ 2) 国家公務員法第３８条
自衛隊員　( ※ 2) 自衛隊員法第３８条
公認会計士　( ※ 3) 公認会計士法第４条
司法書士　( ※ 3) 司法書士法５条
社会保険労務士　( ※ 3) 社会保険労務士法第５条
不動産鑑定士　( ※ 3) 不動産の鑑定評価に関する法律第１６条
自動車運転代行業　( ※ 4) 自動車運転代行業の業務適正化に関する法律第３条

精神保健福祉士　( ※ 4) 精神保健福祉士法第３条

社会福祉士　( ※ 4)
社会福祉士及び介護福祉士法第３条

介護福祉士　( ※ 4)
技術士　( ※ 4) 技術士法第３条
行政書士　( ※ 4) 行政書士法第５条
宅地建物取引業　( ※ 5) 宅地建物取引業法第５条

３『禁固以上の刑』によって免許を与えられ

ないことがある職業
職業 関係する法律

建築士　( ※ 1) 建築士法第８条
種類販売業　( ※ 3) 酒税法第 10 条

※ 1　禁固以上の刑に処せられ、その刑の言い渡しの効力が
　　　失われるまでの者
※ 2　禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者、
　　　またはその執行を受けることがなくなるまでの者
※ 3　禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または
　　　その執行を受けることがなくなってから３年を経過し
　　　ない者
※ 4　禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または
　　　その執行を受けることがなくなってから２年を経過し
　　　ない者
※ 5　禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または
　　　その執行を受けることがなくなってから５年を経過し
　　　ない者

資料は　高校教師用参考資料
　　　「Safety Action 21　高校生の交通安全教育」
　　　発行者　日本自動車工業会
　　　取扱先　日本交通安全教育普及協会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　より抜粋



見
通
し
の
悪
い
三
叉
路

  
（
Ｔ
字
路
）
に
お
け
る
自
転

車
と
自
動
車
の
関
係

　

日
本
の
交
通
社
会
は
左
側
通
行
で
す
。
通
行
区
分
帯
の

な
い
道
路
で
も
自
動
車
は
左
寄
り
を
走
り
ま
す
。

主
線
を
左
側
走
行
し
て
い
る
車
か
ら
見
る
と
、
枝
道

か
ら
出
て
く
る
自
転
車
の
発
見
が
早
い
の
は
、
自
転
車
が

左
側
通
行
を
し
て
い
る
と
き
で
す
。
自
転
車
が
左
側
通
行

を
し
て
い
る
と
、
交
差
点
に
進
入
す
る
前
か
ら
認
識
さ
れ

ま
す
が
、
右
側
通
行
を
し
て
い
る
と
、
交
差
点
に
は
い
き

な
り
飛
び
出
し
て
く
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。（
左
図
）

逆
に
自
転
車
に
乗
っ
て
い
る
人
か
ら
も
、
自
動
車
を

早
い
時
期
か
ら
発
見
で
き
る
の
は
左
側
通
行
し
て
い
る
と

き
で
す
。
し
か
し
、
自
分
が
ル
ー
ル
を
守
っ
て
左
側
通
行

し
て
い
て
も
、
右
側
通
行
を
し
て
い
る
自
転
車
が
い
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
交
差
点
に
急
に
飛
び
出
し
て
く
る
自
転

車
を
想
定
し
て
、必
ず
一
時
停
止
を
し
て
下
さ
い
。（
左
図
） 

「
ス
ケ
ア
ー
ド
ス
ト
レ
イ
ト

方
式
に
よ
る
交
通
安
全
教
室
」

実
施
さ
れ
る

ス
タ
ン
ト
マ
ン
が
実
際
の
交
通
事
故
を
再
現
し
て
、

交
通
安
全
意
識
を
醸
成
す
る
「
ス
ケ
ア
ー
ド
ス
ト
レ
イ
ト

方
式
に
よ
る
交
通
安
全
教
室
」
が
、
鶴
見
高
等
学
校
と
三

浦
臨
海
高
等
学
校
で
平
成
二
四
年
一
一
月
と
一
二
月
に
行

わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
取
組
は
、「
ス
タ
ー
ト
か
な
が
わ
」
の
理
念
に
基

づ
き
、交
通
安
全
教
育
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

本
年
度
か
ら
発
足
し
た
、
県
立
高
等
学
校
等
交
通
安
全
教

育
推
進
協
議
会
が
実
施
し
た
も
の
で
、
今
後
継
続
し
て
、

県
内
十
地
区
で
開
催
す
る
予
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。

当
日
は
、
実
際
に
起
き
た
自
転
車
と
他
の
車
の
接
触

事
故
な
ど
が
再
現
さ
れ
、
ス
タ
ン
ト
マ
ン
が
乗
用
車
の
ボ

ン
ネ
ッ
ト
に
乗
り
上
げ
た
り
、
ト
ラ
ッ
ク
に
引
き
ず
ら
れ

た
り
す
る
な
ど
、
迫
真
の
演
技
が
繰
り
広
げ
ら
れ
、
生
徒

の
間
か
ら
は
ど
よ
め
き
が
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。
見
学
し

た
生
徒
た
ち
の
中
か
ら
は
、「
普
段
の
何
気
な
い
行
動
が

交
通
事
故
に
結
び
つ
く
と
分
り
ま
し
た
。」
と
い
う
声
も

聞
か
れ
、
事
故
の
恐
ろ
し
さ
を
実
感
し
た
よ
う
で
し
た
。

ギリギリまで
見えない

早い時期から
見える

 

 

 


